
IFAC-SMP委員会及び
MIA-IFAC Regional 
SMPフォーラム報告
（2015年11月18日―
マレーシア・クアラルンプール）

国際トレンディ

はじめにⅠ
2015年11月16、17日にIFAC（国際

会 計 士 連 盟 ）の 中 小 事 務 所 委 員 会
（Smal l and Medium Pract ices 
Committee、以下「SMP委員会」とい
う。）が開催された。また、11月18日に、
MIA（マレーシア会計士協会）とIFAC
は、マレーシアのクアラルンプールにおい
て、Regional SMP Forum（ 以 下

「SMPフォーラム」という。）を共催した。
筆者は、中川隆之 JICPA（日本公認

会計士協会）常務理事及び吉田貴晴
JICPA中小事務所・租税・経営グルー
プ副長とともにSMP委員会にオブザー
バーとして出席し、SMPフォーラムにも参
加した。SMP委員会は、議 事 概 要が
IFACのウェブサイトに掲載されるほかは
非公開であるため、限られた要旨を本稿
では報告する。また、併せて、SMPフォー
ラムの概要を報告する。

SMP委員会の活動Ⅱ
SMP委員会はIFAC内に設けられた

組織であり、他の独立した基準設定主体
が公表する基準の公開草案や論点整理
について、中小事務所やそのクライアント
である中小企業の観点から検討し、コメン
トレターなどの形で意見発信を行ってい
る。ほかに、中小事務所が監査や保証業
務等を遂行するためのガイダンスの作成
や、中小事務所経営のための手引を発
行するといった活動を行っている。

IFACのウェブサイトのSMPの項目で
は以下のように記述されているⅰ。

「SMEs（中小企業）及びSMPs（中
小事務所）に対して適用される国際基
準について、安定性、関連性及び均衡
をもたらすことを担保するため、国際的
な基準設定に対して定期的かつ適時
にインプットを行う。

SMP委員会 のインプットを基に、
IFACは、公開草案起草プロジェクトか
ら公開草案公表後の開発プロセスの
すべての段階で、IAASB（国際監査・
保証基準審議会）、IESBA（国際会計
士 倫 理 基 準 審 議 会 ）及び、例えば
IFRS for SMEs（中小企業向け国際
財務報告基準）を開発するIASB（国

際会計基準審議会）のようなその他の
関連組織に対してコメントレターを提出
する。SMP委員会の代表は、IAASB、
IESBA、及び両審議会の諮問アドバ
イザリーグループのすべての会議を傍
聴する。」

近年、日本の監査基準委員会報告や
倫理規程は国際的な基準設定主体の公
表基準を組み込む形で取り入れられるな
ど、法定監査に従事する日本の中小の監
査事務所にも大きな影響を及ぼしている。
そこで、SMP委員会が、IAASBやIESBA
に対して直接意見発信をしていることか
ら、JICPAの中小事務所等施策調査会
でも国際的な諸課題・動向を把握する観
点から傍聴を申し込んだものである。

SMP委員会が集合する会議は、年 3
回開催され、議事は非公開である（後日、
簡単な議事次第はウェブサイトで公開さ
れる）。また、SMP委員会は、地域・人種・
性別のダイバーシティも考慮して委員を
選出している。

今回のSMP委員会において、IFAC
事務局から日本の状況についても説明し
てほしいという依頼があり、中川常務理事
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と筆者は、「日本公認会計士協会の紹
介」として、JICPA及び日本の会計プロ
フェッションを取り巻く状況（規制環境な
ど）について説明を行った。特に、JICPA
の中小事務所等施策調査会に属する監
査法人が900を超える上場会社の監査
を担っていることを説明したことからⅱ、
SMP委員会の委員より、さまざまな関心
が寄せられた。例えば、不正リスク対応
監査基準、品質管理基準とISQC 1 と
の関係、JICPAが開発したツールⅲ、及
びJICPAの中小事務所等施策調査会
が実施している中小の監査事務所への
支援策などについて質問があった。

SMPフォーラムの開催目的Ⅲ
SMPフォーラムは大規模なものが世界

各地で年 1 回、ほかに、小規模なものは
適宜開催されているようであり、JICPA
からも過去何度か参加しているⅳ。フォー
ラムでは、中小事務所や中小企業が抱え
ている課題、例えば、基準設定主体の公
表する文書への対応、新たな基準を適用
する上での実務上の課題についての報
告、監査の実施や中小事務所運営のた
めのツールなどの説明やパネルディス

カッションなどを行っているようである。

各スピーチⅣ
⑴ 　歓迎式辞　Dato’ Moham-
and Faiz Azmi MIA会長
MIA会長からは、歓迎の言葉とともに

開会の辞が述べられた。MIA会長は、マ
レーシアにおいては、中小事務所に所属
する会員数や中小企業の数が多いことか
ら、地域経済におけるその重要性につい
てふれていた。その中で、人材の獲得と
ITを含めた技術の活用が課題であるとし
ていた。

人材の獲得とITについては、この後の
講演や座談会においても繰り返されてい
た。大手企業や大手会計事務所は少な
くともIT技術の活用については進んでい
る面もあると思われ、この点は、日本の中
小事務所や中小企業の課題にはなろう。
⑵ 　特別講演　Olivia Kirtley 
IFAC会長
Kirtley会長からは、まず、開会に当た

り祝辞が述べられた。
続いて、コーポレートガバナンスの動向

と中小事務所への影響、監査基準や倫
理規程といった財務報告に関する監査
人への規制と中小事務所との関係、中
小事務所と中小企業の重要性、及び
SMPフォーラム開催前にシンガポールで
開 催されたIFAC総 会で承 認された
IFACの戦略（2016年～2018年）につ
いて述べられていた。

また、中小事務所の役割は非常に重
要であり、実務の世界では中小事務所が
多数を占めていること、中小企業は成長
やイノベーションのための入り口となって
おり、経済社会に占める割合はとても大き
いことから、両者の重要性が再度強調さ
れた。

さらに、監査業務は信頼される形で、正

しいことを行うことが重要であり、SMP委
員会の基準設定への貢献を、今後も期
待していると述べられた。

以上のような環境の中で、中小事務所
や中小企業の直面する課題は、グローバ
ル化への対応、ITを含めた技術への対
応及びそのための人材の獲得にあるだろ
うと指摘した。中小事務所の伝統的な業
務は、段 と々コモディティ化しており、ビジ
ネスパートナーとしての付加価値を付与
するアドバイザリー・サービスへの転換も
視野に入れなければならず、スキルの転
換も必要となるだろうと述べられた。

そして、決算書は企業の道しるべとな
る存在であり、世界が変革している中で
も重要で、そのような中で中小事務所に
とって欠かせないことは、リーダーシップ、
影響力、コミュニケーション、人材開発で
あると述べられた。

最後に、IFACが実施する「グローバ
ルSMPサーベイⅴ」についての協力を呼
び掛けられ、盛大な拍手とともに講演は
締めくくられた。
⑶ 　セッション 1：世界は変化し
ている。あなたの事務所は将
来に備えているか？
パネルディスカッションが行われ、要旨と

しては以下のとおりである。
まず、ビジネスの世界では、技術、人口、

グローバル化という 3 つのメガトレンドが
あり、これにより、破壊的な技術のイノベー
ション、グローバル市場、人材の獲得及び
会計士の役割の変化などの新しいリスク
要素が、中小事務所が直面するであろう
大きな課題であるが、一方、このトレンド
は中小事務所に大きな機会をもたらす可
能性がある。

会計事務所は、将来に影響を及ぼす
事象の組合せを理解し、これに備える必
要がある。また、会計事務所はグローバ
ル市場の変化にクライアントが対応でき

プレゼンテーションを行う中川常務理事
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るような支援を手掛けなければならない。
将来の会計事務所は、コンサルティング
や戦略立案などのアドバイザリーや事業
開発サービスに事業を移していくことにな
るだろう。
⑷ 　セッション 2：中小事務所の
課題と機会
IFACのSMP委員会が実施するSMP

サーベイの報告が行われ、アジア地域の
中小事務所の課題としては、コストの増
大、報酬低下圧力、新規顧客の獲得とい
うことだった。また、今後、5 年に直面す
ると予想される課題は、規制環境の変化
と競争であった。

ヨーロッパ出身のSMP委員会の委員か
らは、クラウドやパッケージソフトの活用に
より、技術の変化に対応し、効率化を図っ
ているということが紹介された。また、大
規模な会計事務所はアドバイザリー業務
に力を入れているが、中小事務所は中小
企業に対してどう業務を提供していくか
が課題であるとし、活発な質疑が行われ
た。

⑸ 　セッション 3：新しい形式の
監査報告書
マレーシアでは、IAASBが開発した新

しい監査報告書の形式ⅵを制度に導入す
ることが決定され、2016年12月15日終
了事業年度以後適用されるⅶ。この点に
ついて、すでに同様の制度を導入済みの
イギリス出 身のSMP委 員 会 の 委 員、
MIAの監査基準審議会委員及びマレー
シアの中小事務所のパートナーによるパ
ネルディスカッションが行われた。

まず、すでに制度として導入しているイ
ギリスの経験が伝えられた。新しい監査
報告書は価値のある情報を投資家に伝
えることになり、監査人を目覚めさせるも
のになるだろうというものだった。

パネリストからは、これはMIAにとって
も重要な課題であり、人材の教育、財務
諸表作成者の意識の変化も必要である
ということが説明された。さらに、マレー
シアの投資家に対して寄与することとし
て、コミュニケーションとリレーションの向
上が図られること、及びコーポレートガバ
ナンスとも関係があることなどが紹介され
た。また、クライアントである上場会社な

どが価値を見出せばベネフィットはコスト
を多く上回るだろうという主張がなされた。
⑹ 　セッション 4：貴事務所の実
務の進展、レビュー、調製、合意
された手続
まず、マレーシア以外のASEAN諸国

では、小規模会社について法定監査の
免除規定が導入されつつあるということ
が紹介され、そのような環境で中小事務
所がどのように業務を獲得するかについ
てディスカッションが行われた。

SMP委員会では、レビュー、調製及び
合意された手続に関する強制力のないガ
イダンスを作成しており、これらの紹介が
行われた後、シンガポールの会計事務所
のパネリストから自国の保証業務の展開
について説明がなされた。

また、監査業務ではないとしても、中小
事務所が低コストで限定された保証を提
供できる機会はあるし、同様に、中小企
業側も一般目的財務諸表に独立した第
三者の保証が付与されるという便益を享
受できるといった説明もなされた。

SMP委員会との集合写真

104 会計・監査ジャーナル｜No.728｜Mar. 2016｜



⑺ 　セッション 5：中小事務所の
風景の変化
マレーシアでは、新しい形式の監査報

告書（上記⑸参照）が適用されるほか、
2016年 1 月 1 日開始以後事業年度か
らマレーシア版の中小企業向けIFRS 

（MPERS）も適用される予定である。そ
のため、中小事務所は、これらの対応を
行うために、提供業務の品質の確保や
人材の獲得が課題となっている。また、
IFACが公表する資料なども活用して、
人材、事業、技術を統合させ、中小企業
とともに成長する必要がある。

マレーシアの中小事務所が、これらに
対応した戦略の立案と実行を行うために
どうすべきかについて、会場を交えて質
疑が行われた。

おわりにⅣ
SMP委員会は、IAASBやIESBAが

開発する基準について早々にキャッチアッ
プし、意見発信を行っており、今後も何ら
かの形でJICPAからも参画することは有
意義と考える。また、SMPフォーラムにつ
いていうと、今回は、Regional Forum
であり、シンガポールやインドネシアからの
講師や参加者も多く、さながらASEAN
地域の中小事務所の研究大会という印
象を受けた。

（日本公認会計士協会研究員
公認会計士　樋口尚文）

＜注＞

ⅰ　I F A C , S m a l l a n d M e d i u m 
Sized Practices, SMP Activities 
and Interest Areas
http://www.i fac.org/about-
i f a c / s m a l l - a n d - m e d i u m -
practices/smp-activities-and-
interest-areas

（2015年12月 3 日閲覧）
ⅱ　町田祥弘「監査規制をめぐる新たな

動向と課題―監査事務所の強制的交
代の問題を中心として―」会計・監査
ジャーナル2015年12月号85頁による
と、2015年 3 月末時点で、大手とい
われる 4 つの監査法人以外が担当す
る会社数は1,033社である。

ⅲ　具体的には、監査基準委員会研究
報告第 1 号「監査ツール」を指す。

ⅳ　柳澤義一＝児嶋和美＝石井和敏
「IFAC―SMPフォーラム報告（2007
年10月30日―マルタ）」会計・監査
ジャーナル2008年 4 月号111頁以下
などを参照

ⅴ　SMPサーベイとは、IFACがウェブサ

Olivia Kirtley IFAC会長（中央）及び
Giancarlo Attolini SMP委員会議長（左端）を囲んで

イトで中小事務所に対して直面する課
題や現状を質問し、それに対する回答
を集計・分析して、フィードバックする取
組みである。なお、質問は日本語にも
翻訳されている。

ⅵ　いわゆる、Key Audit Matter（監
査上の主要な事項）のことを指す。

ⅶ　M a l a y s i a n I n s t i t u t e  o f 
Accountants, “ISA701 Commu-
nicating Key Audit Matters in 
the Independent Auditor’s Re-
port”（ 6 項）
h t t p : / / w w w . m i a . o r g . m y /
h a n d b o o k / g u i d e / M A S A /
ISA%20701.pdf

（2015年12月10日閲覧）
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